
         

お知らせ 

 記者発表資料 令和８年３月１９日配布 

平和記念公園周辺の高潮対策について 
提言書の手交式を開催します 

～高潮対策の整備のあり方を示した提言書まとまる～ 

 

太田川河川事務所では、旧太田川・元安川の平和記念公園周辺の高潮対策に着手していくに

あたり、治水、景観、水辺の利活用、文化財、周辺のまちづくり、観光、世界遺産・バッファ

ゾーンへの影響など、様々な視点から検討するため、令和６年９月２４日に学識経験者で構成

される「平和記念公園周辺高潮対策検討委員会」を設立し、全４回の委員会でご議論いただき

ました。 

今般、高潮対策の整備のあり方について提言がとりまとめられましたので、委員会より太田

川河川事務所長に対して提言書を手交します。 

 

 

 

１．日 時：令和８年３月２６日（木）９時３０分～１０時３０分（予定） 

２．本会場：国土交通省 太田川河川事務所 １階 会議室（広島市中区八丁堀3-20） 

３．取材等・取材を希望される方は、＜別紙＞取材申込書に必要事項を記載し、事前にお申し込みいただい

た上、開催時間の１０分前までに会場へお越し下さい。 

４．その他：資料は、後日、太田川河川事務所ウェブサイトに掲載します 

※本会議用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関等をご利用下さい。 

 

＜問い合わせ先＞ 

   国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 
工務課長    福田 託朗（ふくだ たくろう） 
専門調査官   井本 忠 （いもと ただし） 

TEL０８２－２２１－２４３６（代表） 

 

 

 

 

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和記念公園周辺高潮対策検討委員会提言手交式 会場案内 

会  場：国土交通省 太田川河川事務所 １階 会議室 

会議時間：令和８年３月２６日(木) 9:30～10:30（予定） 

会場：国土交通省 太田川河川事務所 １階 会議室 



￥ 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 工務課宛 

申込先（ＦＡＸ番号）０８２－２２２－２４３２ 

取材申込書 

取材申込書 

取材を希望される方は、必要事項をご記入の上、上記申込先へＦＡＸでお申し込み下さい。 

メールでお申し込みいただいても構いません。（送付先：ootagawa@cgr.mlit.go.jp）

申込みは、３月２４日（水）１３時までにお願いします。

令和  ８年  3月    日  

会社名及び部署名 

取材者の氏名・連絡先（全員の氏名を記載願います。） 

① （代表者）

②

③

（代表者の連絡先・携帯番号等） 

カメラ撮りの有・無

＜連絡事項＞ 

 傍聴及び取材にあたっては、係員の指示に従い、手交式の妨げにならないようご協力をお願い

します。

 本会議用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関等をご利用下さい。

〈別紙〉



         

 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 工務課宛 

申込先（ＦＡＸ番号）０８２－２２２－２４３２ 

取材申込書 

一般傍聴申込書 
 

傍聴を希望される方は、必要事項をご記入の上、上記申込先へＦＡＸでお申し込み下さい。 

メールでお申し込みいただいても構いません。（送付先：ootagawa@cgr.mlit.go.jp） 

申込みは、3 月 24 日（木）１３時までにお願いします。 

 

 

                                             令和 ８年 3 月  日 

傍聴者の氏名・連絡先（全員の氏名を記載願います。） 

 

 

 

 

 

 

（代表者の連絡先・携帯番号等） 

 

 

 

＜連絡事項＞ 

 本用紙にて、申込みを 3 月 24 日（木）１３時までにお願いします。 

 本委員会の内容（映像・音声等）の録画・録音、転載、複写、写真撮影を禁止いたします。 

 会場では、着席のうえ、静かに傍聴してください。発言、プラカード、拍手その他の方法により、

自らの意見等を表明することはできません。 

 その他、会場の秩序を乱したりする行為は禁止します。 

 当日は、係員の指示に従ってください。 

 以上のことをお守りいただけない場合は、会場から退場をお願いします。 

 

 

 

〈別紙〉 


